
１ .  　  提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導

1－2.  料金
在宅で療養さ れる方            　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 518円/回
老人ホームなどで療養さ れている方 379円/回
老人ホームなどで療養さ れている方（ 10名以上） 342円/回
オンラ イ ン服薬指導を行っ た場合 46円/回
※ 2割の方はそれぞれ1036円/回、 758円/回、 684円/回、 92円/回になり ます。

※ 麻薬薬剤管理の必要な方は、 上記金額に100円が加算さ れます。

２ ． 　 在宅で療養中の患者様のう ち通院が困難な場合、 調剤後お宅を訪問し て
薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさ せていただく こ と ができ ます。
在宅での管理状況が改善さ れれば中止可能ですので短期間のご利用も
お勧めです。 ご希望さ れる場合お申し 出下さ い。
（ 担当医師の了解と 指示等が必要です）

2－1.  在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅で療養中の方 650円/回
老人ホーム等で療養中の方 320円/回
老人ホーム等で療養中の方（ 10名以上） 290円/回
※点数は全て1点＝10円です。

計算例） 10点＝100円（ 3割負担30円、 1割負担10円）

営業日および営業時間
月曜～金曜　 　 　 　 　 9時00分～18時00分
水曜日　 　 　 　 　 　 　 9時00分～17時00分　 　
第1. 3. 5土曜日　   　 　 9時00分～12時00分
第2. 4土曜日　 　  　 　 9時00分～13時00分　 　
日曜・ 祝祭日　 　 　 　 休み
※ なお緊急時は上記の限り ではあり ません。

ウエノ 中央薬局
指定介護保険事業所番号： 第 1940102294号
住所： 甲府市中央1－11－10
電話： 055（ 223） 2265　 FAX： 055（ 223） 2276

当薬局の介護保険に関する取扱いについて

当薬局の行っ ている訪問薬剤管理指導について

ウエノ 中央薬局



患者さ んの希望に基づく 次のサービス等については、 実費負担を お願いし ています。

１ . 薬事法の承認を 受けたも のの保険適用前の医薬品を 調剤する場合

     薬剤費： 投与数量に応じ た実費を 頂いており ます

２ . お宅にお伺いし て薬剤管理指導を 行う 場合の交通費

     公共共通機関を 利用し てお伺いする場合 実費を 頂いており ます

     自家用車等を 利用する場合 ８ Km までは無料、

     それを 超える場合は１ Km ごと に50円頂いており ます

３ . 長期収載品の選定療養費

     患者様希望により 厚生労働省が指定し た長期収載品を 調剤し た場合

　 　  調剤し た場合： その薬剤に応じ て一部実費を 頂いており ます

４ . 再使用を し ない液剤または軟膏薬のポリ 容器

     容器の大き さ に関わら ず 50円頂いており ます

こ の掲示は保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項（ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当 
第2条の4） に基づいた内容と なっ ており ます。

当薬局では、 以下の項目においては保険対象外と し て

　ウエノ薬局グループ　　

実費でのご負担をお願いし ており ます



ウエノ薬局グループの施設基準届出状況について
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調剤基本料１ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
調剤基本料２ ー ー ー ー ー ー ー ー ー
調剤基本料３（イ） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
調剤基本料３（ロ） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
調剤基本料３（ハ） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
特別調剤基本料A ー ー ー ー ー ー ー ー ー
地域支援体制加算１ 〇 ー ー ー 〇 ー 〇 ー ー
地域支援体制加算２ ー 〇 〇 〇 — 〇 — 〇 —
地域支援体制加算３ ー ー ー ー ー ー ー ー ー
地域支援体制加算４ ー ー ー ー ー ー ー ー ー
連携強化加算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
後発医薬品調剤体制加算１ — — — — — — — — —
後発医薬品調剤体制加算２ ー ー 〇 ー ー ー ー 〇 ー
後発医薬品調剤体制加算３ 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇
在宅薬学総合体制加算１ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー
在宅薬学総合体制加算２ ー ー ー ー ー ー ー ー ー
医療DX推進体制整備加算１ ー 〇 ー ー ー ー ー ー ー
医療DX推進体制整備加算２ 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
医療DX推進体制整備加算３ ー ー ー ー ー ー ー ー ー
無菌製剤処理加算 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
特定薬剤管理指導加算２ ー ー ー ー ー ー 〇 ー ー
かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
在宅患者医療用麻薬持続注射
療法加算 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

在宅中心静脈栄養法加算 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

以下の届け出状況一覧に〇の記載がある施設基準の項目につきまして
地方厚生局による要件審査を経て受理されております。
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